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令和６年６月 13日 

 

報道関係者 様 

 

 

認定こども園等の「入園動向（令和６年４月１日現在）」（速報）について 

 
 

守口市の認定こども園、保育所及び地域型保育事業（以下「認定こども園等」

という。）の令和６年４月１日現在の入園動向等については、下記のとおりです。 

昨年度に発生した待機児童 33人（厚生労働省定義）については、小規模保育

事業５施設の新規認可や民間認定こども園４園の施設整備による積極的な保育

の受け皿拡大施策が功を奏し、解消を図ることができました。 

しかしながら、依然として保育ニーズは高まっていることから、引き続き保育

の受け皿拡大に努めるとともに、市民に寄り添ったきめ細やかな利用調整を図

ってまいります。 

 

 

 

１．待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

０歳児 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 - 0 - 7 15% 1 2%

１歳児 0 - 33 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 34 70% 28 58%

２歳児 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 - 0 - 7 15% 11 23%

３歳児 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0% 8 17%

４歳児 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0% 0 0%

５歳児 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0% 0 0%

合　計 0 - 33 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 48 100% 48 100%
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２．認定こども園等の新規利用申込状況 

 
 

 

３．保育ニーズ（認定こども園等（保育枠）への通園児童数+未利用児童数） 

 
 

 

４．保育の受け皿拡大実績（令和５年度） 

 

 
 

 

 

 

R6.4 R5.4 R4.4 R3.4 R2.4 H31.4 H30.4 H29.4

A 1,179 1,223 1,092 993 1,040 1,101 1,171 1,052

B 895 869 883 847 877 963 929 899

C 284 354 209 146 163 138 242 153

求職活動休止中 D 43 78 60 40 25 50 73

育児休業等 E 38 12 19 5 4 15 9 2

一時預かり等対応幼稚園 F 4 2 9

企業主導型保育事業 G 23 40 17 7 14 8 5

特定の園のご希望者 H 180 191 113 94 116 63 98 103

厚労省定義の待機児童数(C-D-E-F-G-H) 0 33 0 0 0 0 48 48

※「新規利用決定児童数」には、内定辞退者を含む。

※「新規利用申し込み数」及び「新規利用決定児童数」には委託児童を含まない。

認定こども園等　新規利用申し込み数

認定こども園等　新規利用決定児童数

未利用児童数(A-B)

（単位：人）

（単位：人）

R5.4 R4.4 R3.4 R2.4 Ｈ31.4 Ｈ30.4 Ｈ29.4

人数 前年比 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数

０歳児 364 -3.7% 378 346 333 302 332 305 274

１歳児 837 -2.1% 855 805 730 777 677 667 573

２歳児 884 2.2% 865 791 837 727 728 706 613

３歳児 725 2.8% 705 716 664 657 650 606 556

４歳児 724 -0.4% 727 646 669 652 614 590 546

５歳児 725 12.2% 646 666 636 623 589 630 563

合　計 4,259 2.0% 4,176 3,970 3,869 3,738 3,590 3,504 3,125

R6.4

■施策別歳児別増加定員数 （２号・３号認定） （単位：人）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

18 33 37 ー ー ー 88

8 16 6 20 15 15 80

26 49 43 20 15 15 168

※ 施設整備による増加定員数分の受入れは令和６年４月１日から開始。

民間認定こども園４園の施設整備 ※

小規模保育事業５施設の新規認可

合　計
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５．今後の対策について 

 

 〇私立保育所の新規認可【新規】 

   ３歳以上児の保育の受け皿確保を目的に、私立保育所３施設の新規認可を

行います。既に運営事業者は選定しており、今年度中に施設整備が行われ、

令和７年４月に開設予定です。 

 

〇保育士の緊急確保に向けた取組【延長】 

   市内民間認定こども園及び保育所に新卒で採用された保育教諭に対し、

民間教育・保育事業者との協働により、本市と事業者がそれぞれ最大 20

万円を負担して１年間で 40万円の補助を実施しています。 

当初は令和３年度から令和５年度までの時限実施の予定でしたが、令和

６年度についても同事業を延長することで、民間認定こども園及び保育所

の保育士確保を強力に支援します。 

 

〇その他の取組【継続】 

従前から待機児童解消の促進や保育の質の向上を図るため、国庫補助制度

を活用し、保育士確保・定着のための保育士等の宿舎の借り上げ支援などを

実施しており、さらに市としても単独事業として各種補助事業を実施してい

ます。引き続き、民間認定こども園等が実施する取組を支援します。 

 

補助金名 市単独 

保育事業補助金 

待機児童受入促進事業 〇 

保育人材育成研修参加支援事業 〇 

保育士確保就職フェア開催支援事業 〇 

保育環境充実事業（保育の質の確保） 〇 

「３歳の壁」対策事業 〇 

保育士処遇改善研修事業  

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金  

保育補助者雇上強化事業補助金  

保育体制強化事業補助金  

 

【問合せ】 

守口市役所こども部こども施設課   

電話 06-6992-1637（直通） 

設置運営予定者 施設名 開設予定地 定員

株式会社アイグラン （仮称）アイグラン保育園東光町 東光町２丁目３４番１号 90人

株式会社セリオ （仮称）トレジャーキッズ守口保育園 寺方元町１丁目１６番１・２号 90人

株式会社ニチイ学館 （仮称）ニチイキッズ守口橋波西之町保育園 橋波西之町３丁目４３・４５・４６番 90人

※五十音順


